
ISAD(G)に基づいたポルトガルのアーカイブズ記述標準
一記述レベル"sec"o''と4.unidadedemstala"o''に見られる特徴一

則竹理人

【要旨】

アーカイプズ記述の国際標準であるISAD(G)の制定を受けて、ポルトガルではISAD(G)

に基づきながらも、従来の慣習を一部踏襲した独自の記述標準の制定が行われた。しかし、

国際標準と従来の慣習の両肴の折り合いをつけた結果、従来の慣習から多少の変化が'tじ

た部分については、実際の記述例において一貫性を欠いた状況が発生する可能性があると

考えられる。特に、従来の悩洲と|I<|際標準の間でのｲll述点が存在する「記述レベル」に関

しては、一fI性の欠如による設定方法のばらつきが際立って見受けられるであろう。

ISAD(G)にはなく、ポルトガル標準に独自に存在する記述レベルとして、ISAD(G)の

フォンドとシリーズの間の階瞬位個に相当するsecfao(セクサォン）と、記述レベルのな

す階屑構造からは独立し、いかなる階層位置にも設定されうるとされるunidadede

instalamo(ウニダーデ・デ・インスタラサォン）の2つを挙げることができる。本稿では、

ポルトガル標準の記述レベルに関する特徴を明らかにするために、この2つの記述レベル

に熊点を絞って詳細な検証を試みた。初めに、関係する先行ｲﾘI究や基になった従来の'III習

における川語の定義等を参照し、定義やその設定条件の暖昧さの解消に努めることで、一

貫性の欠如を解消する糸｢lを模索し、さらに実例と照合し論理の整合性を確認した。次に、

ポルトガル標準に則してなされた記述例の全体像を概観することで、新しい記述標準の浸

透度合が不十分であると考えられることを明らかにした。

【目次】

1．はじめに

2．アーカイプズ記述の上での「標準」

(1)ODA制定以前のポルトガルにおける記述に関わる慣習

（2）国際標準..ISAD(G)"について

（3）ポルトガル標準"ODA"について

（4）まとめ

3．ODA適用の上での記述レベルに関する考察

(1)先行研究を踏まえた考察

①Subfundoとsecfao

②Unidadedeinstalafao

(2)ODAに則した実例を踏まえた考察

（3）まとめ

4．むすび
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1．はじめに

国立文ilf館l)が1378年に始まった王立アーカイプズにlli来するものであるという事実から

も自明であるように､ポルトガルのアーカイブズ事業は長い雁史をｲjしている｡当然ながらアー

カイブズ記述のmiでの発展も目覚ましく、「国際標準：記録史料記述の一般原!lll｣2)と訳され

るISAD(G)3)の制定前に刊行されたアーカイブズ川語辞典,1)によれば､ISAD(G)におけるフォ

ンド5）やシリーズ6）といった単位を既に（慣習的に）用いていたことが分かり、ポルトガル

はアーカイブズ先進|I《|のひとつと考えることができる。

その一方で、既にアーカイブズ記述の慣習的な規llllが存在することによって、従来から培わ

れてきた慣習をいかに維持しながら、国際標準に基づいたアーカイプズ記述を替及させていか

なければならないのかという、アーカイブズ先進圧'ならではの問題点が浮上する。特に「記述

レベル」においては、従来の慣習と国際標準との間にいくつかの相違点か見られることから、

従来の慣習において使用されていた用語についても、その定義を国際標準に対応させるために

多少変化を施して新しいl玉l内標準に示している場合があり、実際の記述例において記述レベル

の設定方法に揺れが生じている可能性かあるかもしれない。

そこで本稿では、ポルトガルにおける国際標準を含めたアーカイプズ記述標準に関する近年

の歴史的変遷をまとめた'2で、記述標準の'i!でも「記述レベル」に関する1;項に焦点を絞り、

従来の慣習と国際標準とのｷII違点が具体的にどのようなことであるかを明確にし、2006年に第

1版が制定された新しいポルトガル標準"ODA"7)においては、そのｲII述ﾉ則を踏まえてどの

ように定義付けがなされたのかについて、実例を交えながら確認する。加えて、実際の記述例

の全体像を概観することで、ODAで示された定義がどの程度没透し、機能しているのかという

ことについても検証していきたい。

2．アーカイブズ記述の上での「標準」

前述の「慣習的な規則」という表現は、IKI単位でのアーカイブズ記述に関する体系的、網羅

1)"ArquivoNacionalda'Ibrredo'Ibmbo"http://antt.dgarq.govbpt/
2）次の文献における訳語を使用。アーカイプズ・インフォメーション研究会（稲訳）－「記録史料

記述のIKI際標堆｣。札幌：北海道大学図書刊行会、2001｡

3)"GenerallnternationalStandardArchivalDescription..の略。次節で詳しく取り上げる。
4)ALVES・Ivone:RAMOS,MargaridaMariaOrtigao:GARCIA,MariaMadalena:PEREIRA,Maria

OIndaAIves;LOMELINO,MariaPaula;NASCIMENTO,PauloCoelho-DiCio""加火九〃I〃0ﾉ照ia

A呵測〃た"c(z.Lisboa:InstitutodaBibliotecaNacionaledoLivro,1993.

5）アーカイブズ・インフォメーション研究会（2001）による定我は次の辿り。「特定の個人、家、団

体が活肋するなかで、イj機的に作成され、蓄積され、使用された記録の総体。〔その記録は〕形態

や媒体を問わない｡」

6）同上。「ファイリング・システムに従って編成された記録、または、l閲'一の蓄穣やファイリングの

過程でﾉkじたり、II1-の椚動から生じたためにひとつの単位として袖:剛される記録。または、特

定の形態をもっていたり、記録が作成・収受・使用される際に生じたほかのなんらかの関係によ

り、ひとつの単位として保持されている記録。シリーズはレコード・シリーズとも呼ばれる｡」

7)"OIientafOesparaaDescrifaoArquMstica(アーカイブズ記述の指針)"の略。
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的な規則が明文化されているわけではなく、アーカイブズに関する共通の不文的な認識を基に、

アーキビストや文書航ごとに一定の方法で記述を行っている状態を意lxlしている。本節では、

国際標準として制定された.@ISAD(G)"と、それに」,鴫づいて制定されたポルトガル標準"ODA"

のそれぞれの概要と記述レベルに関する詳細をまとめるが、ISAD(G)採択以前にポルトガルで

刊行されたアーカイプズ"l語辞典の中の、記述レベルに関連する語の定義を初めに確認するこ

とによって、時系列に沿った変遷を概観する。

(1)ODA制定以前のポルトガルにおける記述に関わる慣習

アーカイブズ用語辞典であるAIvesetal.(1993)は、ODA制定以前のアーカイブズ記述にお

ける'悩習をうかがい知ることができる文献のひとつである。記述に際しての具体的な方法や規

則が定められているわけではないが、「記述レベル(11iveldedescrifao)」という見出し語が存

在するため、少なくとも記述レベルとしてどのような川語が使われ、それぞれの＃}語（記述レ

ベル)がどのような定義付けを基に設定されていたのかについて確認することができる｡AIves

etal．(1993)において記述レベルとされるものとその定茂は次表の通りである。

(記述レベル名）

Fundoまたはnlicleo

Se“30またはsubnlicleo

Subsecfao
～

SCrie

Subs6rie

Documentodearquivo

IAIveselal．(1993)における定義I

あるひとつの出所の記録史料の組織的集合体。最も大きなアーカ

イブズ単位。コレクションとは異なる。

あるfundoまたはnlicleoの組織的、機能的下位区分によって構成

されるアーカイブズ単位。元の組織体に従って決定される。

Secfaoの下位|><分。元の組織体に従って決定される。

情報の修復システムのための一連の編成によって集合体となっ

たdocumentosimples8)やdocumentocomposto9)によって本来構

成されるアーカイプズ単位。基本的に､それぞれのs6rieの記録史

料はl'ilじ業務範ljN内のあるひとつの機能や活動の遂行が一致し

ているべきである。

SCI･ieの一部をなす。同じ穂類の業務処理のいずれかの段階に一

致し、ある案件の体系的な下位区分や、史料の種別、さらには保

管や保護の必要な史料（かどうか）によって本来は分類される。

行政的、法的手続きを証lﾘlしたり知らせたりする目的で作成され

た記録史料。妓小のアーカイプズ単位であり、機能的観点からそ

れ以上分けることはできない。1つ以上のdocumentosimplesに

よって構成されうる。

8)Alvesetal.(1993)における定義は次の通り。「作成の段階で（著者、場所、日付、伝達記号など

が)独立した記録史料。ただし、媒介情報や媒体については必ずしも独立していなくてもよい。記

述としては独立しうるものの、あるひとつの手続き、処理、進行段階の全体を含んでいない可能

性もある｡」

9)II1上。「あるひとつの行政的、法的な手続き、処瑚、進行段階に関連するdoCumentosimplesの集合
体」
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（2）国際標準"ISAD(G)''について

1994年ljj2111-2311にスウェーデンのストックホルムにおいて、IKI際文書館評議会10)の下

部組織である記述標準特別委U会11)が「国際標準:記録史料記述の一般原則"IAD(G)"｣(第

1版）を採択した。本稿執兼時点での最新版は、1999年9月19日-2111にl刺じくストックホルム

において採択された第2版である。第1版採択時は9力llil、第2版採択時は11カ国の出身者が

メンバーとなっていた。また、本委員会は第1版採択時には2カ国、第2版採択時にはポルト

ガル11<l立文ill:館を含む6力IKIの文ill館がスポンサーとなっていた。

第1版、第2版ともに、「序文(Preface)」と「はじめに(Introduction)」に続いて、「ISAD(G)

に関する川語集｣、「マルチレベル記述｣、「マルチレベル記述規則｣、「記述要素」の4つの章立

てがなされており、その後に附録が続いている。本稿で着目する「記述レベル」についての内

容は両版ともに、個々の記述レベルの定義が「ISAD(G)に関する用語集」の章にまとめられ、

記述レベル間の関係が附録において図示されている。

第1版の「はじめに」の中で、「これは一般的な原則であるので、記述単位の性格や規模にか

かわらず、記録史料の記述に際して広く適用されることを目指している」】2）とされていること

や、第2版の同じく「はじめに」の中でも、「本標準はアーカイブズ記述の準備のための一般的

なガイダンスを提供する。既存の国内標準と併せて用いられたり、国内標準の発展のための基

礎として用いられたりするものである｡」とされていることから、既にアーカイプズ記述に関し

てある程度発達した俄習が浸透しているポルトガルにおいても、ISAD(G)は無視することので

きない礪要な記述標堆であると考えることができる。

「ISAD(G)に|則する川語集」の章に定義がまとめられた記述レベルは、フオンド、サブフオ

ンド、シリーズ、ファイル、アイテムの5つである。次に、アーカイプズ・インフォメーショ

ン研究会(2001)13)から5つの内3つの記述レベルの定義の日本語訳を引用したものを示す。

なお、フオンドとシリーズの定義については脚注5，6を参照されたい。

○サプフオンド(subfOnds):相互に関連のあるまとまった記録をもつ下部フォンド。これ

は、作成組織または機関の業務遂行上の下部組織に対応して設定されるかまたはそれが不

可能な場合は、資料I]体の地理的区分、編年、機能、あるいは類似の分類によって設定され

る｡[記録の〕作成組織が複雑な階層構造をもつ時は、基本となる業務遂行単位の階層構造を

反映するために、各サプグループは必要に応じてさらに下位のサプグループをもつ。

○ファイル(61e):101じ主題、活動、業務の遂行に関連するため、現用段階で作成者によっ

て、または編成の過程でひとまとまりに構成された記述の単位。ファイルは、通常レコード．

シリーズ内の基本単位である。

○アイテム(item):符剛上、それ以上は情報として分けることのできない岐小単位。たとえ

ば一通の手紙、メモ 洲'『III:、ツj:典、録音資料。

10)

ll)

12)

13)

..ICA(InternationalCouncilonArchives)"

..TheCommitteeonDescriptiveStandard3

アーカイプズ・インフォメーション研究会(2001)より引用。

この文献はISAD(G)の第1版を翻訳したものであるが、本稿に引用した個々の記述レベルの定義

の部分における第1版と第2版の違いは、フォンドの定義に若干の変更（第2版では冒頭が「特

定の個人、家、111体が活動し、機能するなかで」となっている）が見られることだけである。
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附録の図示を参考にすると、記述レベル間の階層位置関係は前表の順番通りであるとされて

いる。なお、附録にはillし秤きが加えられているため、それについても付記するl4)。

実際に附録のIMI示においても、（用語の定義付けはなされていないが）シリーズとファイルの

間に位置する「サブ・シリーズ」の存在を認めている。

（3）ポルトガル標準G0ODA''について

1994年、1999年のli(I際標準の制定を受けて、ポルトガルでは国際標準に準拠した国内標準の

制定が試みられた。そして、当該国文化省（現：文化局)'5)の内部組織であるI亜l立アーカイブ

ズ機構16)における「アーカイプズ記述の規範化プログラム」を通して、「アーカイブズ記述の

指針~ODA癖」の第1版が2006年1月付で出版された。その後、2007年3月には文化省内にアー

カイブズ統括部17)が設i間され、その組織内で「プログラム」が遂行され、2007年8月付で第2

版が制定された。本稿執筆時点での最新版である2011年5月7H付の第3版は、第2版と同じ

組織によって出版された。

プログラムの櫛成貝の大半は、｜玉l立アーカイブズ機構の所属者から起川された者であり、中

には国内のいずれかの文III館にも所属している者が含まれる。その他、IKI立アーカイプズ機構

には所属しないがIKI内の文書館に所属している者や、｜到内の司諜・アーキビスト・ドキュメン

タリスト協会18）の所属者も含まれている。なお、ISAD(G)における記述標準特別委員会には

ポルトガル人のメンバーが1人含まれていた(AnaFranqueira氏）が、ODAにおいて同氏の名

前は、参考文献として挙げられている著書の蒋誌情報'9)以外には言及されていないため、制定

に直接関与したIII能性は低いと考えられる。

全体としては、初版、第2版、第3版ともに3部構成となっている。ただし、国際標準ISAD

(G)に相当する内容は第1部に収録されており、第2部には団体、個人、家に関する記録史料

オーソリテイ・レコードについての国内標準｜国際標準のISSAR(CPF)20)に相当|、第3部に

は「標準化されたアクセスポイントの選別と構成」21)が収められている。

ISAD(G)の鋪2版においては、次に示す表の"AP1'.､"AF2"という'ﾒ:分が"APl"に一本化され、

..AF2"には新たに記述とオーソリテイ・レコードの関係の例が図示されている。

2011年6月の政権交代を機に、文化省が文化局に改組された。本稿では、MinisttriodaCulturaを
文化「省」と、SecretariadeEstadodaCulturaを文化「局」と訳すことにする。

"IAN/TT(InstitutodosArquivosNacionais/'Ibrredo'Ibmbo)"
"DGARQ(Dire"o-GeraldeArquivos)"
.､APBAD（Associa頃oPormguesadeBibliotecArios,ArquivistaseDocumentalistas)”
ODA第3版よりill:誌傭報を引用。@0FRANQUEIRA,Ana-@.ChegaramaslSAD(G)".InCadernos

BAD.Lisboa:AssociaCaoPormguesadeBibliotecarios,ArquivistaseD()cumentalistas.ISSNOOO7-
9421.N.('2(1994),1)､47-52.”

..InternationalStandardArchivalAuthorityRecordfOrComorateBodies,PersonsandFamilie3
原題は"Escolhaeconstrufaodepontosdeacessonormalizado3。ここでの「アクセスポイント
(pontosdeacesso)」とは、アーカイプズ記述を特定、検索する場合にH1いられる名称、術語、

キーワード、表現、記号の総称とされているため、ISAD(G)"ISAAR(CPF)において定義される

accesspointとli1様であると考えられる。

ｊ
ｊ
４
５
１
１

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

６
７
８
９

１
１
１
１

20）

21）
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AP1このモデルはいくつかの典型的な状態を示しているがすべてのありえる階層構造が含

まれている訳ではない。

A2モデルに示されている各レベル間に任意の数のレベルを設けることができる。
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その第1部に示される記述レベルの種類とその定義は次表の通りである（名称右の丸括弧内

は略称)｡

○Fundo(F):IISAD(G)のフオンドの定義と同文｝

○Subfilndo(SF):hlndoの下位区分。作成組織の業務遂行上または家族関係上の、独立性の

高い下部組織に対応して設定される。

○Secfao(SC):fi'ndoまたはsubfUndoの下位区分。作成組織の独立性のない下部組織に対応

して設定されるか、またはそれが不可能な場合は、資料自体の地1II!的区分、柵年、機能、

題、表題による|><分、またはある計画・枠組みにﾉILづいた階層化によって設定される。

○SubseCfao(SSC):secCaoの下位区分。

○S6rie(SR):IISAD(G)のシリーズの定義とほぼli1文。「シリーズはレコード・シリーズとも

呼ばれる｡」はODAにおいては言及されていないI

○Subserie(SSR):s6rieの下位区分。

○Documentocomposto(DC):IISAI)(G)のファイルの定義とほぼ同文。「ファイルは、通常

レコード・シリーズ内の堆本単位である｡」はODAにおいては言及されていない。さらに記

録史料の具体的な形態を示す文が続く｝

○Documentosimples(DS):IISAD(G)のアイテムの定義と同文’

○Grupodeiilndos(GF):lI1－のまたは類似した組織を出所とする、l'il-の性質を持ってい

たり、類似した項11に関連したりするfimdoの総体。評価や記述、さらにはアーカイブズの全

般的な業務のために設定される記述レベルである。

○Cole"o(Col.):記録の111所にかかわらず、何かしらの共通の特徴を持った機能において人

為的にまとめられた記録の総体。Fundoとは異なる｡lここまではISAD(G)のコレクションの

定義とli1文。ODAではさらに次の文が続くIColefaoは様々 な記述レベルに存在しうるもの

であり、特にfilndo¥s6rieのレベルに存在する。

○Unidadedeinstalafao(UI):物理的形態にかかわらず、情報を保存し保護する特別な目的

のために設定される。複雑な階層構造からは独立しいかなる記述レベルにも設定されうるも

のである。情報単位とは一致しない｡(さらに記録史料の具体的な形態を示す文が続く）

さらに、次の諸規定が付記されているc

○記述レベルは必ず示されるべき情報のひとつである。

○記録史料の実状に合わせて、必要な記述レベルのみ設定することができる（先に示した記

述レベルをすべて設ける必喫はない)｡

○記録史料の実状に合わせて、必要であれば各記述レベルに1ぐ位レベルを設けることができる。

○記述レベル（を定めるため）の情報源となるのは、（関連する他の）記述単位である｜つま

り、（当該の記述単位が属する）フォンドやそのシリーズの構造である'。

○各記述レベルは略称で示すことができる(colefaoについては、血ndoレベルのものは
谷凸

Col.

F
9e

serieレベルのものは"Col・SR
?●

と表す)｡
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（4）まとめ

先に述べたように、IKI際標準ISAD(G)のフォンドとシリーズに相当する記述レベルはODA制

定以前の慣習から存在している。フォンドに対応するのが2-(1)に示したiilndo(フンド）また

はn'icleo(ヌークレオ）であり、シリーズに対応するのがs6rie(セリエ）である。前者は記録

史料の出所である刑l織体が単位となっている点から、後者は「機能」に雌づいた分類であるこ

とから、名称だけでなく定義の面でも類似していると考えられる。

Documentodearquivo(ドクメント・デ・アルキーボ）については、その定義からはISAD(G)

のアイテムに相当するように読み取れる。

Sec"0(セクサォン）については、ISAD(G)のサブフオンドに相当すると考えられる。別名

としてsub-nlicleo(スプ・ヌークレオ）という呼称もあるとされているが、imdoとmicleoが同

一である点から、sub-nlicleoはsulZfi'ndo(スブ･フンド、mndoのサプレベル）と同一であると

考えられ、結果的にsecfaoはsub-fmdoとlt1－であるということになり、名実ともに組織体を単

位とする記述レベルの下位階層であると定義付けすることが可能であろう。

近年制定されたポルトガル標準"ODA"においては、ISAD(G)のフオンドやシリーズに相当

する記述レベルを維持しながら、ファイルとアイテムのそれぞれに相､I1する記述レベルとして

documentocomposto(ドクメント・コンポスト）とdocumentosimples(ドクメント・シンプ

レス）を定義付けている。しかし、ODA制定以前の慣習においてISAD(G)のアイテムに対応す

ると考えられる(locumelltodearquivoは「1つ以上のdocumentosimples」であると定義されて

いるため、documentocompostoとdocumentosimples"ISAD(G)のファイルとアイテムのよう

に区別されるかどうかについては、今後ODAがポルトガルのアーカイプズ界へいかに浸透する

かによると考えられる。

また、ODAにおいても記述レベルとして定義されるsec"oは、ODA制定以前の慣習での

secfaoとは異なり、記録史料の組織体を単位とする記述レベルの下位階I↑ｲであるsubhlndo(ス

ブフンド）と役荊を分担した形で共存している。その役割分担の蕪準として、組織体の中での

部局間の独立性（喪を返せば依存性）の有無が定義付けられているが、ODAの中で「ポルトガ

ルの多くのアーキビストにとって、subfimdoとsecfaoの概念は同じものである」と注記されて

いることからも明らかなように、この点についてもODAの普及の度合によっては、設定方法に

一貫性が見られなくなる可能性が出てくるであろう。

最後に、記述レベルとして定義されながらも、その設定階層位悩が定められていないunidade

deinstalafao(ウニダーデ･デ･インスタラサオン）にも着目しておきたい。AIvesetal.(1993)

においてもこのlll語の定義付けがなされているが22)、記述レベルとしては扱われていない。

ISAD(G)に対応する記述レベルがないだけでなく、設定階層位個が一定でないことも相まって、

ODAの定義だけでは暖昧さが払拭されない。AIvesetal.(1993)など他の文献における定義を

含めた精査や、実際の設定例を参照した上での検証か求められると考えることができる。

22)AIvesetal.(1993)を参照。「アーカイプズ単位の番号付け、整理、ll録細成をする際の基本単位

（さらに記録史料の具体的な形態を示す文が続く)」
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3．ODA適用の上での記述レベルに関する考察

前節で、ポルトガルにおいてl玉l内標準が制定される前からどのような用語がどのような定義、

役割で記述レベルとして使月』されてきたのかということについて、まだISAD(G)も採択されて

いなかった1993年に刊行のアーカイブズ用語辞典を参照し、ISAD(G)との比較を試みた。そこ

で明らかになった相違点の内いくつかの記述レベルについては、ISAD(G)に準拠した形で新し

く制定された国内標準であるODAにおいて、ISAD(G)に近づくよう変更が施されている。一方

unidadedeinstalafioのように、ISAD(G)に対応する記述レベルのないものも同時に存在する。

その意味でODAは、ISAD(G)との折り合いをつけたために定義が|慶昧になってしまった部分を

どのように解釈するべきであるかという点や、実際の記述例において従来の慣習にとらわれず、

新たに制定された国内標準に適用した形で記述レベルを設定しているかどうかといった点で考

察の余地があると考えられる。本節では、前者を関連する先行研究を踏まえた上で検証し、後

者については実際にODAに則して記述された例を参照し現状を概観する。

（1）先行研究を踏まえた考察

初めに、ODAにおいて定義の中に暖昧さを含む記述レベルとしてsubilndoとsecfao、そして

unidadedeinstalafaoを取り上げ､それらに関する先行研究を確認した上でより詳細な解釈を試

みる。

①Subfundoとsec●ao

ODA制定前に掲載されたRuna&Sousa(2003)23)においては、subhlndoとsec"oの同義性が

取り上げられている。さらに、ISAD(G)に規定される記述レベルの設定方法と、ポルトガルに

おける（従来の慣習的な）記述レベルの設定方法との折り合いをつけるために解決すべき問題

点のひとつとしている。

また、ODA第1版の制定後に掲載されたMarques(2009)24)においては、1つのfUndoのII!に

subfundoが1つだけ存在することはありうるが、secfioが1つだけ存在することはありえず、

もしsec"oが1つだけになってしまうとすれば､そのfundoは1つの機能または組織のみを含有

するということになり、sec"oという記述レベルを設定する必要がなく、すべて直接filndoの下

位に区分されるとしており、その設定数の観点から両記述レベルを区別している。

ここで、Marques(2009)に示される点を踏まえて、まず初めに日本の行政機関を例として

subhlndoとsec"oの設定を試みる25)o政府はいくつかの「省」を設けているが、その省ごとに

23)RUNA,Lucilia;SOUSA,JoanaBraga-NormalizaraDescrifaoemArquivo:Questional;Renectire

AplicaIzQzde"@0sBAD:ﾉ伽γ"fz"0,Doc"加2"ｵα"0eCb"〃""e"to,n.{'2(2003),pp.80-108.Lisboa:

Associa画oPortuguesadeBibliotecarios,ArquivistaseDocumentalistas,2003.

24)MARQUES,SuzeteLemos-AOrganizafaoArquivistica:oFundoAdministra"odoConcelhode
'IbrresVedras.DissertafOesdeMestrado.Usboa:FaculdadedeLetrasdaUniversidadedeLisboa,

2009.<http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/528/1/21369_ulnO71254_tm.pdf>

（ダウンロードll:2013年7月10日）

25）ここでは、subhmdoとsecfaoの違いをより明確にしやすい構造になっている点から、あえてポルト
ガルではなく日本の行政機関を例として取り上げる。
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大臣官房があり、また各街の下部組織である「庁」の一部にも長官官房がｲf在する。この「官

房」と並列する部局は、文化庁の文化財部など、省庁ごとに多彩に存在する。何房と並列する

部局があってこそ、それぞれの省庁が行政機関としての業務を分担し、それぞれの役割を果た

していることになるので、1.ｲ房と帷列する部局が存在しないという省庁が実際にないのは当然

であると考えられる。その点から、各省をfUndoとした場合、その官房やそれに並列する各部局

は、Marques(2009)に従えばseCeaoということになる。一方「庁」は、先に例として挙げた

文化庁の楓する文部科学竹のように、1つのfUndo(省）に1つの庁しか存在しない場合がある

ため、Marques(2009)に従えばsubimdoということになり、その庁の'l.塀やそれに並列する

各部局は、省の場合と|11様にsecfaoということになる。

次に、民間企業を例に考える。企業の中には、多くの「支社」を構えたり、あるいは複数の

「本社」を置いたりしているものもあれば、中には「本社｣、「支社」という区分自体存在せず、

実質1つの「本社」のみが存在するものもある。各本社または支社には、その業務ごとに「～

部」や「～課」といった部料が設侭されている。行政機関の例と同様にMarques(2009)に従っ

た設定を試みると、企業あるいはその本社をfUndoとした場合、その支社はsubiilndoであり（支

社は1つだけしか存在しない可能性があるので、sec@oは設定できない)、各本支社の部署は

secfao，subsecfaoであると考えられる。さらに、例えばグループ企業をhmdoとした場合、そ

のグループに属する各法人またはその本社かsubfilndoとなり、それぞれの支社はsubsubfilndo

ということになる。

②Unidadedeinstala●ao

ODAのII!では、「記述レベル(niveldedesc血ao)」と「記述単位(unidadededescn頃o)」

の両術語が定義されており、その内容は両者ともISAD(G)における定義と完全に一致している

が、ODA制定前に出版、掲赦されたAIvesetal．(1993)、IAN/Tr(1998,1999)26)において、

「記述単位」という語は兇出し語に存在しない。従って「記述レベル」の定義も、ISAD(G)に

おける「記述単位(unitofdesCnption)」という語を用いた定義とは異なっている。またAIveS

etal.(1993)、IAN/TT(1998,1999)の中では、「記述単位」に類似する術語として「アーカイ

ブズ単位(unidadearquivistica)」というものか定義されており、Runa&Sousa(2003)にお

いては「記述単位」と「アーカイブズ単位」をどのように区別すべきかについて疑問を投じる

言及がなされている。このアーカイプズ単位という語はISAD(G)においても川いられている力邇7)、

ひとつの術語として定義はされていない。次の表にAIvesetal.(1993)、IAN/TT(1998,1999)

における「記述レベル」と「アーカイブズ単位」の定義をまとめる。比較のために、ISAD(G)

とODAにおいて同様に定我される「記述レベル」「記述単位」の内祥も付記する。

26)INSI､ITUTODOSARQUWOSNACIONAIS/T℃RREDOTOMBO-Ma""a/pamaCes"0"

Doc""le"#os.Lisboa:IAN/TI;1998.

INSI､ITUTODOSARQUIVOSNACIONAIS/TORREDOTOMBO-O"2"α血s7rc"た“，ama

A"α"αf"odeDoc""e"加"0Ac"柳"ﾉαda.Lisboa:IAN/TI;1999.
27）記述レベルであるアイテムの定義に「アーカイブズ単位(archivalunit)」というi淵がⅡ1いられてい

るが、アーカイプズ･インフォメーション研究会(2001)の翻訳においては「単位」とされている。
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AIvesetal.

(1993）

IAN/TT

(1998,1999)

ISAD(G)29)

ODA
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記述レベル

蔵ill:、記録史料群、コ

レクションの記述の

ために用いられる詳

細な隅)仰位侭28）

(記iluなし）

フオンドの階層構造

のなかでの記述単位

の位i濁

アーカイプズ単位

※ISAD(G)、ODAは記述単位の定義

あるひとつの記録史料群の（中に属する)documento

simplesまたは一連の記録史料（具体例は省略)｡こ

れらは、記録史料を作成した組織体による編成に基

づいた単位である。

あるひとつの記録史料群の（！''に属する)documento

simplesまたは一連の記録史料（具体例は宵略)。こ

れらは、記録史料を作成した組織体による編成が記

録史料群に反映された単.位である。

物理的形態のいかんを問わず、ひとつのまとまりと

して扱われ、それによってひとつの記述の基礎を形

成する記録、あるいは一連の記録

これらの定義から、アーカイブズ単位は「編成」の結果得られる単位である一方、記述単位

は（その名の通り）「記述」の基礎となる単位であると言える。ここで、AIvesetal.(1993)、

ISAD(G)、ODAのそれぞれにおいて定義される「編成」と「記述」のIIIIj術語の定義を次表にま

とめる。

AIveSetal.(1993)

ISAD(G)

ODA

{[］内はISAD(G)

第1版には記載さ

れていないI

糊成

ある蔵:洲群や記録史料群の分

類や並び替えといった作業の

総体。いかなる記録史料にも

適川されうる処理だが半現

用、非現用の記録史料につい

ては出所原則と原秩序尊重に

従わなくてはならない30）。

記録史料の分析、［構造化､］

組織化作業に伴う情報処理

[ならびに物理的処理］作業

[とその結果］

記述

アーカイブズ単位やunidadedeinstal
～

afao

を、その内容に関する情報や、あらかじ

め決められた形式要素を表示することに

よって特定すること。アーカイブズ単位

¥unidadedeinstal
～

afao (に関する情報）

をその二次資料や引用文に参照させるた

めに行われる。

記録史料や、それを作成したコンテクス

ﾄや記録管理システムの特定、処理、場

所の表示、説明に役立つ情報を集め、分

析し、組織化し、記録することによって、

記述単位について、またその構成部分が

あればそれについても、的確に再現する

ものを作ること。この語はその結果を表

す愈味でも川いられる。

28）

29）

30）

この後に、2､l)で示した記述レベルが列挙されている。

日本語訳はアーカイプズ・インフォメーション研究会(2001)を参照した。

AIvesetal.(1993)において､｢編成(organizafao)」に対応する英語訳を"larchive(s)larrangement
としており、さらに談､'iするarrangementの種類として「アルファベット順の｣、「行政的機能によ
る｣、「組織構造による｣、「緬年的な｣、「機能的な｣、「地理的な｣、「主題的な」ものを挙げている。
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ISAD(G)に基づいたポルトガルのアーカイブズ記述標準（則竹）

ISAD(G)やODAの「記述」の定義において、その作業に記録史料の「分析」や「組織化」が

含まれることが示されている。｜可じくISAD(G)やODAの「稲成」の定義においては、その作業

が記録史料の「分析」や「組織化」に伴うものとされている。これらのことから、編成という

作業は記述に伴うものであることが分かる。また、AIvesetal.(1993)における「記述」の定

義において、その作業の対象がアーカイブズ単位ならびにunidadedeinstalafaoとされているこ

とから、記述の基礎となる単位、すなわち記述単位には、アーカイブズ単位とunidadede

instalafaoの2つの「単位(unidade)」が含まれるということが考えられ、その際、アーカイブ

ズ単位個々 の名称やunidadedeinstalafaoという名称そのものが､記述レベルを示すために川い

られると言える。さらに、脚注22に示したAIvesetal.(1993)によるunidadedeinstalafaoの定

義からは､unidadedeinstalaeaoを設定する段階で既にアーカイブズ単位が設定されていると言

うことができる。これらを図式化すると、次のように表すことができる。

編成

記述

まず、記録史料群の記述においてその「情報収集、分析、組織化」か行われ、それに伴って、

編成作業の一部をなす「情報処理作業」と「物理的処理作業」も行われる。その結果設定され

るのが「アーカイプズ単位」である。一度アーカイブズ単位が設定された後一部のアーカイ

ブズ単位においてはさらに「物理的処理作業」か行われ、..unidadedeinstala"o"という別種

の単位にまとめられる(Ixlの②のパターン)。そのunidadedeinstalafaoと､unidadedeinstala頃o

にならなかったアーカイプズ単位(IxIの①のパターンを経たアーカイブズ単位）がそれぞれ

の単位ごとに「記録」される。従って、記録された単位がそれぞれ「記述単位」となり、l'il時

にその種類を表す名称(hmdo、secfao、s“e、unidadedeinstalaf30、documentocomposto，

documentosimplesなど）が記述レベルを表す名称として使用される。

この位慨関係であると考えれば､Runa&Sousa(2003)におけるunidadedeinstala"oはアー

カイプズ単位ではないという主張と、unidadedeinstalafaoを記述単位に含むことができるので

はないかという主張にも合致することになる。
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Unidadedeinstalafaoは、AIvesetal.(1993)とODAのいずれにおいても、その定義の中で具

体的な階肘位置が規定されていない｡Unidadedemstalaaoの階肘位置を明記している先行研究

としては、Runa(2007)31)が挙げられる。この中では、unidadedemstalapaoとdocumento

compostoがs6rieの下位区分であると記されている。またIAN/TT(1999)においては、s6rieと

unidadedeinstala"oのデータ収集川紙の様式が掲載されており、それぞれの用紙にアーカイプ

ズ単.位の祁類を記録する欄が設けられている。Serieのデータ収集用紙に記載されている選択肢

は"processo3、“Cole“es..、“｡()ssiers"、"registo332)と「その他」になっており、アーカイ

プズ単位が複数形で示されている。一方unidadedeinstalafaoのデータ収集用紙においては、

アーカイプズ単位は~processo"、"cole"o"、"dossier"、..registo..と記載されており、単数形

で示されていることが分かる。つまり､unidadedeinstalafaoの集合体がs6rieであると考えられ

る。また、AIvesetal.(1993)に収録される~pea-という兇州し語の定義は「Processoや、

さらには(processoレベルの）コレクションやdossierを構成するdocumentosimplesまたは

documeniocomposto」となっており、processo単体によって柵成されうるunidadedeinstalafao

はdocumentocompostoやdocument()simplesよりも上位に位lifiするということになる。よって、

複数の定義を踏まえた上ではunidadedeinstala"oは、実質ODAにおいてはs6rieとdocumento

composto、ISAD(G)に当てはめるならシリーズとファイルの間の階層に位置する記述レベルで

あると解釈（仮定）することができる33)。

Unidadedeinstala"oが実際のところ階層のどこに位置するのかを把握できれば､アーカイプ

ズ単位のII!でどの単位は（必ず）アーカイブズ単位のまま記述単位となり（図の①のパターン)、

どのlll.位はunidadedeinstala喚oとなった後に記述単位になるj跡合があるのか（ⅨIの①､②のい

ずれのパターンにもなりうるもの）という二分が可能になる。lii述の仮定を基にして考えた場

合、unidadedeinstalafaoより上位に位置する血ndo、secfao、s6rieなどは、一度アーカイブズ

単位として設定されれば、さらなる「物理的処理作業」によって他の単位とともにひとつの

unidadedeinstalafaoにまとめられるはずがない（まとめられる可能性があるとすれば､unidade

deinstalafaoより下位に位閥することになる)。一方､unidadedeinstala"oより下位に位慨する

と仮定したdocumentocompost()やdocumentosimplesは、アーカイブズ単位として設定された

後、その「番号付け、整理、｜|録澗,,i成」の都合上、一部はある形態にまとめられることになり、

31)RUNALucilia-OrientafOesparaaDescrifaoArquivistica:NormalizarparaPartilhareRecuperaI:
Acas"Cb麺γEssoNacio""/deBi"加施cjlfOs,A巧"/"isaseDo""12"mlisas,n.｡9(2007).Ijsboa:

Associa●aoPormguesadeBibliotecarios,ArquivistaseDocumentalistas,2007.

<http://wwwapbad.pt/Downloads/congresso9/COM98.pdf>

（ダウンロード日：2013年7)11011)

32）これら4つは、すべてAIvesetal.(1993)においてアーカイプズ単位として定義されている語であ

る。各語の英訳が示されているので、次に引用する。Processo=nle(unit)、cole"o=collection，
dossier=subiectnle,casepaper/file，registo=registe,;accessio,'(list)。

33）2－(3)に示したように、ODAでは必ずしも定義されるすべての記述レベルを使用することはないと

されている。そのため、この仮定もunidadedeinstalafaoが必ずしもs6rieの下位に置かれ、また
documentocompostoの上位に慨かれるわけでなく、あくまでfimdo，secfao，s6rieより上位に位置

することはなく、documentocomposto，documentosimplesより下位に位置することはないという
ことを意lXIしている。
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その結果出来上がったunidadedeinstalafaoという単位を構成する下位の記述単位として「記

録」される（図の②のパターン）34）が、すべてがそのプロセスをたどるわけではなく、iUndo，

se“30，s6rie等と同様にunidadedeinstalaf3oにまとめられることなく「記録」されるものもあ

る(IXIの①のパターン)35)。

(2)ODAに則した実例を踏まえた考察

ポルトガル文化局のアーカイブズ統括部のウェブサイト上に、..DigitArq''と呼ばれるソフト

ウェアを川いて構築されたll録データベースのリンクがまとめられており36)、これによってII(I

立文il｝館、ポルトガル写真センター37)ならびに16の地方38)の公立文下II:鮪に所蔵される記録史

料の検索が可能になっている。

Ferreira&Ramalho(2004)39)、Ramalho&Ferreira(2004)40)やRamalhoetal.(2006)41)

によると、DigitArqはアーカイプズに関わる各種業務(II録データベースの作成、デジタルアー

カイプズ環境の構築などを含む）のl'l滑化を目的として作成されたソフトウェアであり、アー

カイプズ統括部の傘下にあるボルト地方の公立文1II節が主導となって作成したソフトウェアが

基となって、2004年の段階で完成、公開に至っている。その後ミーニヨ大学の協力も加わって

34）

35）

36）

37）

38）

39）

40）

41）

()DA第3版に掲赦されている該当する例を引用する。"Portugal,'Ibrredo'Ibmbo「国立文TIド館｣、

ArquivodeOliveiraSalazal･「オリヴェイラ・サラザール・アーカイブズ」(F)、Diarios｢II記」

(SR)、cx.1145「第1145冊」([ﾉI）、l.('vol.「第1巻」(I)C)、ldejaneirodel933｢1933年l〃
lll｣(DS)"(なお、丸括弧内に示したODAにおける記述レベルの略称の正式名称は、2-(3)を参

照されたい。次の脚注も同様）

ODA第3版に掲載されている該当する例を引用する。"Pormgal,'Ibrredo'Ibmbo,Instimtode

OrientafaoProfissional｢職業訓練所」(F)、ProcessosdeExames｢試験関係,1}:類群」(SR)、Processo
n.!'31194「第31194蒋類」(DC)、OfiCion.I'360de7/6/66｢66年6月7II第360職務」(DS)"(DCと

I)SはUIにまとめられることはなかった）

http://dgarq.govbpt/rede-portuguesa-de-arquivos/pesquisaFarquivos/catalogo/

"CentroPormgu6sdeFotografia"

本稿では、「ディストリート(distrito)」と呼ばれる地方行政区分を「地方」と表す。

FERREIRAヲMiguel;RAMALHO,Jos6Carlos-DigitArq:CreatingaHistoricalDigitalArChive.5a

C()nfer6nciadaAPSI-AssociafaoPormguesadosSistemasdelnfOrma"o;2004;InstitutoSuperior

T6cnico,Usboa,Portugal;11.03.2004.

<http://www.di.uminho.pt/-jcr/XML/publicacoes/artigos/2004/FRO4-capsi.pdf>
(ダウンロード日:2013年7月10II)

RAMALHO,Jos6Carlos:FERREIRA,Miguel-DigitArq-CreatingandManagingaDigitalArchive.

β""""gD増加ノB"(tFs:L〃ﾙi噂Q4"z"でs,Q加沈e沈eα"dScie"":8MICCC"FYPI"花畑α"0"αI

Cb唯だ"ceo"Eﾉ“""た鋤"fs〃"g〃2脇加Bms"/α-ELPUB2004,Brasilia,Brazil,June23-26,2004.

<http://elpub.scix.net/data/works/att/306elpub2004.content.pdf>
(ダウンロード日:2013年7月10日）

RAMALHO,JosGCarlos;FERREIRAMiguel;FERROS,Luis;IJMA,MariaJoaoPiresde;SOUSA,

AntOnio-Digitarq:NovaArquitecturaAphcacionalparaGestaodeArquivosDefnitivos.2a

C()nfer6ncialnternacionaldeArquivosEmpresariais:2006:EcomuseuMunicipaldoSeixal,Seixal,
P()rtugal:10.2627.20()6.

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6038/1/CIAEO60.10.pdf>
(ダウンロード日：2013年7月10H)
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改良が進んでいる42)｡

このDigitArqは、ISAD(G)A'ISAAR(CPF)に対応した目録データベースの構築が可能なだけ

でなく、ODAにも対応しているとされている。DigitArqを用いて構築されたデータベースでは、

検索条件に記述レベルを指定することができ43)、特定の記述レベルの'li例に絞った検索が可能

である。また各記述単位のll録のぺージにおいては、その記述111.位のl菖位に位閥する記述単位

がfund()から順に、さらに､I1談の記述ill位が最下位区分に位'冊しないjﾙ合は、卜．位区分に位'側す

る記述ili位も順に表示される。それぞれの記述単位のタイトルの/I；には記述レベルを表すマー

クが付記されており、タイトルをクリックすれば、それぞれのll録のぺージにリンクされる。

以上のことから、ODAに則した記述レベルの設定がなされた4f例を定IIt的に調査するに適し

ていると判断できるため、本稿ではDigitArqを採用する前述の18の文il館の目録データベース

を実例の参照元とし、考察を進めることにする。

次に示す表は、前述した18の文ill:館の目録データベースに記録されている記述単位の数を、

記述レベル別に集計しまとめたものである44)｡

42）ミーニヨ大学から派生したKeepSolutions社は、DigitArqを改良した"Archeevo"という名の新し

いソフトウェアを公開している。これは、ミーニョ大学文書館と統合しているブラガ(Braga)地
方公立文詳館を含めたいくつかの大学文書館、そして「地方」よりも小さな地方行政区分である

「ムニシービオ(municipio)」の公立文書館などで採用されているが、本稿では国立文書館と大多

数の地方公立文書館が採M1しているDigitArqを調査対象とした。

43）ただし、filn(Io、colefao、sec"o，s6rie、unidadedeinstala"o、documentocomposto，documento

simplesを除く記述レベルはシステム上条件付けることができないが、"sub"という接頭辞が付く

記述レベルについては、例えばsubfundoの場合、fUndoに条件付けた検索結果を「記述レベル順

に並び株え」れば、mndo→subfUndo→subsubfilndoという順番でソートされるため、実質その記

述レベルに絞った設定例を集計することは可能である。

44)2013年9)11011現在の集計結果である。縦軸には各文耆館を、IKI立の場合は（和訳した）文書館名、

地方公立の場合は地方自治体名で記載した。また、横軸には2-(3)で示した略称を用いて記述レベ

ルを記載したので、正式名称についてはそちらを参照されたい。

－94－

F
ｒ
１
１
SF

ｒ
１
１
SSF SC SSC

１
１
１
SSSC SR

１
１
』
SSR

１
１
１
"SR UI DC DS

同戒文ioI:館 911

■
１
０
８
０
■
凸

279

■
Ｂ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
巳
卜

52 871 351

■
一
■
■
一
■
■
■
■

215 9082 2027

■
８
０
８
１
■
ｉ

570 95285 2㈹621 49㈹72

写真センター 58 1 1

■
■
■
日
守
■
■
■

7 361 205 31763

Aveiro 312
ｒ
１
１

１
１
１

1818
１
１
１

ｒ
１
１

18944 75369 11984

B句a 345
■
ｌ
ｌ
ｊ

■
■
８
日
■
■
巴

65Z

■
“
Ⅱ
０
口
Ⅱ
Ｉ
■
日

ユ
ニ
■
日
・
■
日
■
け

21230 6188

Bragan" 508 37

ｐ
ｑ
ｑ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
期

12

■
画
一
■
■
』
■
■
色

1417 8

Ｂ
》
ロ
■
■
《
■
日
■

50570 26303 7915

CasteloBranco 238 3
1

1

1
3

１
１
１

579
1

1

1

ｒ
１
１

870 24916 7646

Evora 191

■
』
■
０
日
Ⅱ
■
■

■
』
■
０
日
■
■
■

88 28

■
』
■
０
■
Ⅱ
■
■

1226 125 16 37800 22385 3429

Faro 113

■
■
字
・
■
■
・
■
Ｕ
■

■
Ｐ
■
Ｉ
■
０
■

14 3

■
■
・
■
■
●
■
■
■

976

■
字
・
■
Ｉ
▲
■
■
■

6007 16119 2()4

Guarda 586
１
１
１

１
１
１

37
1

1

1
25

１
１
１

2645 232
１
１
１

1 107546 123

Leiria 295

■
二
■
８
日
■
■
■

8

■
１
日
日
日
ｂ
■

222 232

■
■
Ⅱ
８
０
■
■

2644 642

■
▲
Ⅱ
Ｕ
・
■
■
ｂ
■

54 33596 23310 13865

Usboa 997

６
字
日
日
』
■
８
■

1

■
ｐ
日
日
』
■
８
■

11

’

’

1 12

■
■
Ⅱ
日
日
Ⅱ
■

3983 355 34 12365 91076 10

Portalegre 353
１
１
１

１
１
１ 154

1

1

1
91

１
１
１

1“6
1

1

1
5

1

1

1
17526 31439 13586

Porto 713

■
■
日
■
０
■
０

釦

昼
日
日
日
Ｉ
■
じ

194 254

■
６
０
口
！
■
■

17 4927 140

■
ｈ
日
日
Ｉ
ｈ
け

118”2 82394 346“

Santaltm 127

岳
画
△
Ⅱ
Ｕ
△
■
■
ひ

岳
ウ
ニ
■
Ｕ
巳
■
■
ひ

■
■
■
■
■
《
■
■
■

＝ 4側 3

■
Ｆ
日
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｐ

10712 1

Sembal 313
1

1

1

1

1

1
145

l

I

l
27

１
１
１

3380
1

1

1
80

1

1

1
2咽5 157458 511

VianadoCastelo 530 1 42

凸
０
０
０
０
０
９

5

■
Ⅱ
日
日
Ⅱ
■
■

1612 22 4㈹82 3576

VilaReal 550 195

ｄ
Ｕ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｑ

254

■
。
。
■
■
・
■
■
■

65 4384 2714 8
画

170395 143710

Viseu 709
l

I

l
8 89

I

I

l
83

1

1

1
85 5042

I

I

l
1158

1

1

1
4 108475 12558 36629



ISAD(G)に基づいたポルトガルのアーカイブズ記述標準（則竹）

文書館ごとの記録史料自体の数に差がある点を踏まえたとしても、文ilド館ごとにほとんどあ

るいは全く設定されない記述レベルが存在することが､この表から読み取れる。例えば､アヴェ

イロ(Aveiro)地方やベージャ(Beja)地方、そしてサンタレーン(Santar6m)地方の公立文

書館では、subfundo、secfaoの両記述レベルとその下位区分が1つも投定されていない。また

この内、BejaとSantar6mの文耆館においては、documentosimplesの設定例も1つも見られな

かった。つまり、（データベース上においては）物理的な集合体であるunidadedeinstalafao"

documentocompost()といったレベルまでの記述にとどまっていると考えられる。ただしそれ以

外の地方公立文1l1節においても、documentosimplesの数がunidadedeinstala●30とdocumento

compostoのいずれかあるいは両方の数をドIIIIっている。Unidadedeinslalaaoの観点からは、

グアルダ(Guarda)地方、ヴィアナ・ド・カステーロ(VianadoCastelo)地方、そしてヴィ

ラ・レアール(VilaReal)地方の3つの文諜館においてその設定例が1つも見られない。所蔵

する記録史料の数に差があるとはいえ、地方の公立文書館全体が|KI立文III:館ほど各種の記述レ

ベルを活用しきれていない状況がうかがえる。

続いて、3－(1)-①で具体的な実例を示すことかできなかったsubfilndo、subsubhmdo，secfao

に関して、このデータベースから民間企業の例を引用し検証することで補足したい45)。ボルト

地方公立文書館所蔵のiilndoである"BancodoMinho(ミーニョ銀行)..の下位階層を見ると、

「支店」や「代珊,li」など、並列する部署が他に存在しない可能性もあるｲII類の部署について

はsubfimdoが設定され、一方そうではない械類の部署にはsecfaoが設定されていると言うこと

ができる。

】【

ハワしﾉseue,0elegaPoes

0rrespondentes

,本店・支店・通信」

>(SC)Prestafaodeservifc
、+十一I〆ズの媒ｲ壮’

笥産管理

(SC)Opf

脂動取引

(F)BancodoMinho「ミーニョ銀行」

qeUSDoz

ぢ広’

meleRaCof

【)rrespOnuellLes

,本店・支店・通信」

>(SC)Prestafaodeservicc

サービスの提供」

>>(SSC)Guardadevalores

~資産管理」

>(SC)Operafoesactivas
~骨上官制,”辺11

乱回enC1a〔1f

)eD6SitOSI預金

【)IlLaD111uaue

】「§断言円．墓幕瓢

45）表内の記述レベルの記紋には2-(3)で示した略称を用いたので、正式名称についてはそちらを参照

されたい。なお、sGrieレベル以下は省略した。また、"(SF)AgenciadeGuimaraegの下位階)W
の内、"(SF)FilialdeLisboa"の下位階層とliil様である記述単位については、スペースの都合上省

略した。詳しくはボルト地方公立文書館のデータベースを参照されたい

(http://pesquisa.adporto.pt/asearch)｡
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「貸方処理」

>>>(SSC)Garantias｢担保」

>>>(SSC)Titulosdescontaveis

｢割引証券」

>>(SC)Operaf6espassivas

｢受動取引」

>>>(SSC)Dep6sitos「預金」

>>>(SSC)Sistemasde

pagamento「支払いシステム」

>>>(SSC)Sistemasde

compensa"o「補俄システム」

>>(SC)Contabilidadee

tesouraria「簿記・経理」

>>(SC)Servifos.

administrativos

｢経営サービス」

「貸方処理」

>>>(SSC)Garantias｢担保」

>>>(SSC)Titulosdescontaveis

「割引証券」

>>>(SSC)OperafOes

6nanceiras「財務取引」

>>(SC)OperafOespassivas

「受動取引」

>>>(SSC)Sistemasde

pagamento「支払いシステム」

>>>(SSC)Sistemasde

compensafao「補償システム」

>>(SC)Contabindadee

tesouralia「簿記･経理」

>>(SC)Servifos

administrativos

「経営サービス」

>>(SC)Administra"oe

planeamento「経営・立案」

>(SC)Constimifaoe

regulamentafao「規則・規程」

>(SC)Contencioso「訴訟」

>(SC)Sede,delegafOese

correspondentes

「本店・支店・通信」

>(SC)Liquida"o「決済」

>(SC)Presta●3odeServicos

「サービスの提供」

>>(SSC)Titulosdeconta

alheia「他口座の証券」

>>(SSC)Guardadevalores

「資産符理」

>(SC)OperafOespassivas

｢受動取引」

>>(SSC)Dep6sitos｢預金」

>>(SSC)Sistemasde

pagamento「支払いサービス」

（3）まとめ

国際標準にllllしたIKI内標準であるODAの制定に伴って、従来の俄門における定義からの多少

の変更が見られた記述レベルについては、先行研究で取り上げられ、論議を呼んでいる事実か

らも明らかなように、その設定方法についてポルトガルのアーカイプズ界の共通理解を得てい

ないかあるいは新しい記述標準の浸透が不十分である可能性が考えられる。目録データベー

ス上のみでの調査となってしまったものの、実際の記述例を概観しても、特に従来の慣習にお

ける定義からの変更が見られた記述レベルに関連する部分において、その設定例数に文書館ご

とのばらつきが見られ、今後ODAをどのように普及させていくかという点についての課題が浮

き彫りになったと両うことかできる。

その課題を解決するための小さな一歩として、記述の上での問題点を抱えうる記述レベルに

ついて、先行研究を交えてより詳細な理解の追求を試みた。まず、使い分けが暖昧であると見

受けられるODAのsubfundoとsecfaoの区別基準である「独立性」をIﾘl確にするために、あるひ

とつの組織体(lilndo)の'l!で設定されうる各レベルの数という、質的ではなく量的な要素を判

断に用いる方法を提示した。次に、階層位慨が定められておらず、ISAD(G)においては対応す

る記述レベルが存ｲI;しないunidadedeinstalafaoについては、従来の悩料、ISAD(G)、そして

ODAにおける「アーカイブズ単位」や「記述単位｣、「記述レベル」といった基本用語の定義の

確認をした上で、｜則連して「編成」や「記述」といった用語や、記述レベルの名称が定義の内

容に使われている川語の定義も加えて参照し、アーカイブズ記述の過程のどの段階でunidade
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deinstalafaoが設定されるかについての仮説を立てることができた。またそれだけでなく、定

義の上ではI'llllとされている階隅位i針についても、関連する各用語の定義を総合的に解釈する

ことで、ある程度具体的な階層位満を仮定することかできた。実際のところ、ODAに示される

記述例を調査しても、3-(1)-②で述べたようにserieよりも下の階肘で、かつdocumento

Compostoよりも上の階肘であるという仮定にすべてが合致していた。網羅的な調査は行えてい

ないが、3－(2)で取り上げた|｣録データベースの例を概観しても、雄本的には前述の仮定に合致

していたと言うことができる。

4．むすび

2－(2)でも言及したように、アーカイプズ記述の国際標準であるISAD(G)は、国内の記述標準

あるいは記述に|則する比較的明確な慣習を持った国への適用だけでなく、IKI内の記述に関する

規則や慣習が発展していない国への適用も意図して制定されたものである。従って、本稿で取

り上げたポルトガルとII1様、国際標準への適用は、従来アイテムレベルでの記述の意識しか根

づいておらず、記録史料の階屑構造を反映した記述を行っていなかったll本のアーカイブズ界

においても避けては通れない道である。11本においては、階層榊造を葱識した記述の慣習がな

かった分、匠l際標準の適用に際してポルトガルのような問題は起こりえないかもしれないか、

国際標準への適jllを試みる様々なバックグラウンドを抱えた国々の，"例を参考にすることが

今後よりよいアーカイブズ記述環境を整え、日本のアーカイプズ界を発展させていくために必

要であると考える。本稿では取り上げなかったが、筆者の調査が及んだスペインの記述標準に

ついても、隣IKIポルトガルとはやや異なった記述レベルを定義付けているなど、日本のアーカ

イブズ界にとって参!!((しがいのある1‘例のひとつである。かつ、IKIレベルの記述標準に力llえて

（すべての州ではないが）州レベルの記述標準が併存する状況は、地〃の公立文書館に関する

国家レベルでの法的な規定が存在するポルトガル46)とは対極的であり、IKI家機関と地方公共団

体の機関に同一穂の法律を適用できないながらも、国家機関に適Ⅱ)される「公文書等の管理に

関する法律」に倣って、各地方公共剛体で同様の条例を制定する傾向にある、いわば中央集権

と地方分権の「中間的」な性質を持つ11本においては、やはり参考にすべき事例であると言え

るであろう。

本稿では、アーカイブズ記述の中の記述レベルという非常に狭いテーマの範州にとどまって

しまった。IKI際標準の適川によって記述に関する従来の慣習の中で影郷を受けたことを最も明

確に提示することのできる項||が記述レベルであったとはいえ、ポルトガルにおけるアーカイ

ブズ記述関係の現状を全般的に検証していくことによって、n本のアーカイブズ界においても

参考になりうる特徴が見出せるかもしれない。ただし、ポルトガルにおける規則や慣習か本来

ポルトガルのアーカイブズ事情を反映した内容になっているのは11然のことであるため、参考

になるか否かというある繩の「経済性」を追求するだけでは、可能性を狭めアーカイプズ記述

46）ポルトガル政府アーカイプズ統括部のウェブサイト内の次のページを参照。

<http://dgarq.govpt/dgarq/transparencia-administrativa/legislacao/>
（アクセス日:2013年9月14日）
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の環境を向上させるには至らないであろう。今後、あらゆる国や地域のアーカイブズ事備を検

証、考察する研究成果が蓄祇されていくことを願って止まない。
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